
広
島
県
人
事
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号 

広
島
県
人
事
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
人
事
委
員
会
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
広
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

第
十
一
条 

（
略
） 

  

（
公
印
の
登
録
） 

第
十
二
条 

合
同
総
務
課
長
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
公

印
台
帳
を
備
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

公
印
の
種
類 

 

二 

使
用
開
始
年
月
日 

 

三 

印
影 

 

四 

そ
の
他
公
印
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項 

  

（
公
印
の
新
調
及
び
改
刻
） 

第
十
三
条 

事
務
局
長
は
、
公
印
を
新
調
し
、
又
は
改

刻
す
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
公
印
の
廃
止
） 

第
十
四
条 

事
務
局
長
は
、
公
印
を
廃
止
す
る
と
き
は
、 

人
事
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
事
務
局
長
は
、

合
同
総
務
課
長
に
そ
の
公
印
の
登
録
の
抹
消
を
命
じ

る
と
と
も
に
、
当
該
公
印
台
帳
を
削
除
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

第
十
五
条―

第
二
十
条 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

事
務
局
長
専
決
事
項 

（
略
） 

（
略
） 

第
一 

一
般
的
事
項 

 

一―

三
十
八 

（
略
） 

 

三
十
八
の
二 

職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例

等
の
運
用
方
針
（
昭
和

三
十
九
年
指
令
第
二
十

五
号
）
第
二
条
の
二
及 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
第
十
一
条 

（
略
） 

                        

第
十
二
条―

第
十
七
条 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

事
務
局
長
専
決
事
項 

（
略
） 

（
略
） 

第
一 

一
般
的
事
項 

 

一―

三
十
八 

（
略
） 

 
 

    

（
略
） 

（
略
） 

 



び
第
十
一
条
第
八
項
の

規
定
に
基
づ
く
申
請
の

承
認 

三
十
九―

五
十
一 

（
略 

 

） 

 
 

 

   

三
十
九―

五
十
一 

（
略 

 

 

） 

 
 

 

 
 

 

別
表
第
二
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。 

   



別記様式（第 12条関係） 

 

（表） 

 

新 

調 

公印名 印影 

用途 

寸法 

 方  ミリメートル 

印材 

使用開始年月日 

         年  月  日 

備考 

改 

刻 

公印名 印影 

用途 

寸法 

 方  ミリメートル 

印材 

使用開始年月日 

         年  月  日 

備考 

改 

刻 
公印名 印影 

用途 

寸法 

 方  ミリメートル 

印材 

使用開始年月日 

         年  月  日 

備考 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

 

 

 



 

（裏） 

 

改 

刻 

公印名 印影 

用途 

寸法 

 方  ミリメートル 

印材 

使用開始年月日 

         年  月  日 

備考 

改 

刻 

公印名 印影 

用途 

寸法 

 方  ミリメートル 

印材 

使用開始年月日 

         年  月  日 

備考 

改 

刻 

公印名 印影 

用途 

寸法 

 方  ミリメートル 

印材 

使用開始年月日 

         年  月  日 

備考 

廃 棄 年  月  日 

 

 

 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


